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外国会社営業所移転登記申請書

 １．会社法人等番号
　　　フリガナ
 １．商　号

 １．本　店

 １．営業所の所在地

 １．登記の事由　　　　営業所の移転

 １．営業所移転に関する通知書到達年月日　　令和　　年　　月　　日  

 １．登記すべき事項
「支店番号」１
「支店の所在地」○県○市○町○丁目○番○号
「原因年月日」令和○年○月○日移転

 １．登録免許税　　　　金　　　　円 

 １．添付書類
営業所の移転を証する書面　　　　　　　　　　　　　　　通
上記書類の訳文　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通
委任状　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１通



令和　　年　　月　　日
登記所届出印↓

　　　　申請人（本店）
　　　　　　　（商号）

日本における代表者（住所）
　　　　　　　（氏名）
　　　連絡先の電話番号

　　　　　法務局　　　支　局　御中
　　　　　　　　　　　出張所

収入印紙貼付台紙





	



	
 収　入
 印　紙





      

宣誓供述書の訳文例〔１〕（本国の代表者が宣誓供述をした例）  
（一例です。会社の実情に合わせて作成してください。）
	
証　明　書（訳文）

私、現住所を○国○州○街○番地に有する○○○○は、ここに次のとおり宣言する。
私は、○○（商号）（以下「当会社」という。）の最高責任者である。当会社は、○○○○年○月○日、○国会社法に基づいて適法に設立され、その登録上の住所を○国○州○街○番地に有している。当会社は、○○○○年○月○日、取締役会の決議により次の事項を決議した。
１　当会社は、○○○○年○月○日をもって、○県○市○町○丁目○番○号に所在する日本における営業所を○県○市○町○丁目○番○号に移転する。
私は、下記署名が私の名前であること及び以上の証言が真実かつ正確であることを証言する。
○○○○年○月○日
○○○○（署名）
○国○州　公証人
○○○○（公証人の署名）

以上は訳文である。
訳者　○○○○





宣誓供述書の訳文例〔２〕（日本における代表者に営業所の移転に関する権限を付与した例）
（一例です。会社の実情に合わせて作成してください。）
	
証　明　書（訳文）

私、現住所を○国○州○街○番地に有する○○○○は、ここに次のとおり宣言する。
私は、○○（商号）（以下「当会社」という。）の最高責任者である。当会社は、○○○○年○月○日、○国会社法に基づいて適法に設立され、その登録上の住所を○国○州○街○番地に有している。当会社は、○○○○年○月○日、取締役会の決議により次の事項を決議した。
１　当会社は、日本における代表者○○○○（住所○県○市○町○番○号）に、○県○市○町○丁目○番○号に所在する日本における営業所を移転する権限を付与する。
私は、下記署名が私の名前であること及び以上の証言が真実かつ正確であることを証言する。
○○○○年○月○日
○○○○（署名）
上記は真実であることを証明する。
○○○○年○月○日
○国○州公証人
○○○○（署名）

以上は訳文である。
訳者　○○○○





宣誓供述書の訳文例〔３〕（日本における代表者に宣誓供述をする権限を付与した例）
（一例です。会社の実情に合わせて作成してください。）
	証　明　書（訳文）

私、○○○○（住所：○県○市○町○丁目○番○号）は、○国○州○街○番地に本店を有し、○国会社法に準拠して設立された○○（商号）の日本における代表者として、次の事項が真実であるとして以下のとおり宣誓し、供述する。
私は、当会社からこの宣誓供述書に署名捺印する権限を付与されている。
当会社は、日本における営業所の所在地を○○○○年○月○日、○県○市○町○丁目○番○号から○県○市○町○丁目○番○号に移転することを決定した。

日本における代表者
○○○○（署名）
上記は真実であることを証明する。
○○○○年○月○日 
○国領事館
○○○○（署名）

以上は訳文である。
訳者　○○○○





委任状の例
	委　任　状

私は、○県○市○町○丁目○番○号○○○○をもって代理人と定め、以下の権限を委任する。
なお、営業所移転に関する通知書が日本における代表者に到達した日は令和○年○月○日である。（注１）
１　当会社の日本における営業所の設置について、営業所設置の登記を申請する　一切の行為
１　原本還付の請求及び受領の件（注２）
以　上

○○○○年○月○日

○国○州○街○番地
　　○○（商号）
日本における代表者
○○○○（署名）（注３）

（注）１　証明書その他登記事由を証する書面によっては営業所の移転、役員の選任、辞任の年月日等が明らかでないときは、本書面を具体的に記載してください。
２　原本還付を請求する場合に記載します。
３　署名が本人のものであることの本国官憲の証明書を添付します。




